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定 款 

 

第１章 総 則 

 

（名 称） 

第１条 当法人は、一般社団法人茨城工業高等専門学校地域協働サポートセンターと称する。 

 

（目 的） 

第２条 当法人は、茨城工業高等専門学校（以下「茨城高専」という。）と社員が主体的に 

   協力し合うネットワークを作り、一丸となって協働することにより、将来の地域の活 

   性化を実現し、地域社会の発展に寄与するとともに、茨城高専の教育・研究資源の活 

   用を通じて産学連携等を促進しつつ、地域の人材育成等を支援することを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  （１） 産学一体となった人材育成（地域企業家、技術者の高専教育への直接的参画） 

  （２） 産学官連携による共同研究 

  （３） 産学連携による教育改善、産業界からの教育支援体制の強化 

  （４） インターンシップの高度化 

  （５） 茨城高専と企業における新製品の開発並びにベンチャー立ち上げ機会の創出 

  （６） 茨城高専卒業生のＵターン及びＪターンの支援 

  （７） その他当法人の目的を達成するために必要な事業全般 

 

（主たる事務所の所在地） 

第４条 当法人は、主たる事務所を茨城県ひたちなか市に置く。 

 

（公告方法） 

第５条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

（機 関） 

第６条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事並びに理事会及び監事を置く。 

 

第２章 会員及び社員 

 

（法人の構成員） 

第７条 本法人に次の会員を置く。 
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  （１）正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人 

  （２）賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 

  ② 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

   （以下「法人法」という。）上の社員とする。 

 

（入 会） 

第８条 当法人の会員となるには、当法人所定の入社申込書を理事長に提出する方法により

入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。 

 

（経費負担） 

第９条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定めるところにより、入会金及び会 

   費を納めなければならない。 

  ② 既納の入会金及び会費は返還しないものとする。 

 

（会員名簿） 

第10条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務

所に備え置くものとする。 

  ② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人

に通知した居所にあてて行うものとする。 

 

（退 会） 

第11条 会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出し、任意に退会することが

できる。 

 

（資格喪失） 

第12条 前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって退会する。 

  （１）死亡、会員である団体の解散 

  （２）総社員の同意 

  （３）除名 

 

（除名） 

第13条 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることが

できる。この場合において、当法人は、当該会員に対し、当該社員総会の日から一週

間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければな

らない。  

  ②  除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗す

ることができない。 

 - 2 - 



第３章 社員総会 

 

（招 集） 

第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から２か月以内に招集し、臨時 

社員総会は、必要に応じて招集する。 

  ② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事

長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあ

らかじめ定めた順序に従い、副理事長がこれを招集する。 

  ③ 社員総会を招集するには、会日より１週間前までに、社員に対して招集通知を発す

るものとする。 

 

（招集手続の省略） 

第15条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができ

る。 

 

（議 長） 

第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障が

あるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、副理事長がこれに代わる

ものとする。 

 

（決議の方法） 

第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権

の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

  ② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、特別決議として、総社員

の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

（１） 会員の除名 

（２） 監事の解任 

（３） 定款の変更 

（４） 当法人の解散 

（５） その他法令で定めた事項 

 

（議決権） 

第18条 各社員は、各１個の議決権を有する。 

 

（社員総会の決議の省略） 

第19条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合にお

いて、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案
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を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

 

（議決権の代理行使） 

第20条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。

ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならな

い。 

 

（社員総会議事録） 

第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及

び出席理事が署名又は記名押印して１０年間当法人の主たる事務所に備え置くものと

する。 

 

第４章 役員 

 

（理事の員数） 

第22条 当法人の理事の員数は、３名以上とする。 

 

（理事の資格） 

第23条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。 

  ② 前項の規定にかかわらず、総社員の議決権の過半数をもって、社員以外の者から選

任することを妨げない。 

 

（監事の員数） 

第24条 当法人の監事の員数は、１名以上とする。 

 

（理事及び監事の選任の方法） 

第25条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有す

る社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

 

（代表理事） 

第26条 当法人に理事長１人、副理事長２人を置き、理事会において理事の中から理事の過

半数をもって選定する。 

  ② 理事長は、法人法上の代表理事とする。 

  ③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。 

  ④ 副理事長は理事長を補佐する。 

 

（理事及び監事の任期） 
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第27条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

  ② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の

任期の残存期間と同一とする。 

  ③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。 

 

（役員の解任） 

第28条 理事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

（顧問） 

第29条 当法人の事業を円滑に推進するため、理事会の承認を経て顧問を置くことができる。 

  ② 顧問は、理事長の諮問に応ずるとともに、社員総会及び理事会に出席して意見を述 

   べることができる。 

 

（報酬等） 

第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産

上の利益は、社員総会の決議によって定める。 

 

第５章 理事会 

 

（招 集） 

第31条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の１週間前までに各理事及び各監事に対し

て招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することがで

きる。 

  ② 理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に

従い、副理事長がこれを招集する。 

 

（招集手続の省略） 

第32条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催するこ

とができる。 

 

（議 長） 

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があ

るときは、理事会においてあらかじめ定めた順序に従い、副理事長がこれに代わるも

のとする。 

 

（理事会の決議） 
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第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を

もって行う。 

 

（理事会の決議の省略） 

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案

につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき

（監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会

の決議があったものとみなす。 

 

（職務の執行状況の報告） 

第36条 理事長及び副理事長は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務

の執行の状況を理事会に報告するものとする。 

 

（理事会議事録） 

第37条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した

代表理事（代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事）及び監事がこれに署

名又は記名押印し、１０年間主たる事務所に備え置くものとする。 

 

第６章 事務局 

 

（設置等） 

第38条 本法人の事務を処理するため、事務局を置く。 

  ② 事務局に関する規定は、理事会の決議を得て理事長が別に定める。 

 

第７章 計 算 

 

（事業年度） 

第39条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（計算書類等の定時社員総会への提出等） 

第40条 代表理事は、毎事業年度、法人法第１２４条第１項の監査を受け、かつ同条第３項

の理事会の承認を受けた計算書類（貸借対照表及び損益計算書）及び事業報告書を定

時社員総会に提出しなければならない。 

  ② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理

事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 

 

（計算書類等の備置き） 
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第41条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれら

の附属明細書（監事の監査報告書を含む。）を、定時社員総会の日の２週間前の日か

ら５年間、主たる事務所に備え置くものとする。 

 

（剰余金の不配当） 

第42条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。 

 

（運営費） 

第43条 当法人の運営費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。 

 

第８章 解散及び清算 

 

（解散の事由） 

第44条 当法人は、次に掲げる事由によって解散するものとする。 

  （１）社員総会の特別決議 

  （２）社員が欠けたこと 

  （３）合併（合併により当法人が消滅する場合） 

  （４）破産手続開始の決定 

  （５）裁判所の解散命令 

 

（残余財産の帰属） 

第45条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、茨城高専に寄付するものとする。 

 

第９章 補 則 

 

（委任規定） 

第46条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は理事会で定める。 

 

第１０章 附 則 

 

（設立時社員の氏名及び住所） 

第47条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 

 茨城県ひたちなか市大字東石川３６５６番地の４ 

  荒井孝司  

 茨城県水戸市上国井町１０９２番地の１ 

矢ノ倉敏巳  

 茨城県日立市田尻町３丁目１７番１２号 
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鈴木義孝  

 

（最初の事業年度） 

第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成２８年３月３１日までとする。 

 

 以上、一般社団法人茨城工業高等専門学校地域協働サポートセンターに際し、設立時社員

荒井孝司、矢ノ倉敏巳及び鈴木義孝の定款作成代理人である司法書士中里隆幸は、電磁的記

録である本定款を作成し、電子署名をする。 

 

  平成２７年１０月２４日 

 

    設立時社員  荒井孝司 、矢ノ倉敏巳 、鈴木義孝 

 

     上記設立時社員の定款作成代理人 

            茨城県ひたちなか市勝田中央５番１５号 

                     司法書士 中里隆幸 

                 （登録番号 茨城第４２５号） 
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